
 

 

同志社大学に就労する全ての教職員等の皆様にお知らせしています。        
※全ての教職員とは、専任教職員の他、本学と雇用契約のある労働者です。 

 

2025年7月4日 

 

同志社大学教職員 各位 

 

学校法人同志社    

理事長 八田 英二 

 

 

労働基準法等に定められた過半数代表者の選出について 

（選出結果の公示） 

 

   平素は学校法人同志社の教育・研究活動にご尽力を賜り、誠にありがとうございます。 

   標記の件、今出川校地、京田辺校地の各事業場において労働基準法等に定められた労働者の過半数代

表者の選出を行う旨、2025年 5月 27日付文書および 2025年 6月 10日付文書にてお知らせしまし

たが、その選出結果について、下記のとおり公示いたします。 

 

記 

 

１．過半数代表者の選出結果 

（１）選出された過半数代表者（敬称略） 

事業場 所属 身分 氏名 

今出川校地 社会学部 専任教員 野 俊輔 

京田辺校地 理工学部 専任教員 赤尾 聡史 

 

（２）選挙の結果（異議（不信任）申立て数） 

事業場 所属 身分 氏名 投票数 不信任 

今出川校地 社会学部 専任教員 野 俊輔 0票 0票 

京田辺校地 理工学部 専任教員 赤尾 聡史 0票 0票 

  

いずれの事業場も異議（不信任）が当該事業場の労働者数の半数に満たなかったため、立候補者が過半数

代表者として選出されました。 

 

２．過半数代表者の任務および任期 

１）任務 

・就業規則の制定、変更等に対する意見書の提出（労働基準法第 90条） 

・時間外労働・休日労働に関する労使協定の締結（労働基準法第 36条） 

・派遣社員受入期間延長にともなう意見書の提出（労働者派遣法第 40条の 2第 4項） 



 

 

・労働安全衛生法に基づく委員の推薦（労働安全衛生法第 18条） 

・その他、関連諸法令等において過半数代表者の任務として規定されている事項 

 

２）任期 

202５年 7月４日（金）～202６年 6月 30日（火） 

なお、任期途中で退職した場合は、その時点で資格を失う。 

 

３．選出結果の公示 

・公示期間 

2025年 7月 4日（金）10：00 ～ 2025年 7月 22日（火）16：00 

・公示方法 

各所属へのメールでのお知らせ、講師控室での掲示のほか、以下に掲載します。 

 

 

過半数代表者選出に係る本学ホームページのアドレス 

URL：https://www.doshisha.ac.jp/staff/kahansu.html 

 

 

 

＜担当＞ 

同志社大学人事課 

〒602-8580 

京都市上京区今出川通烏丸東入（致遠館２階） 

電話：075-251-3010 

月～金 9：00～17：00 

（11：30～12：30を除く） 

 

以 上 


